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コスモスは田尻町の花です。秋の野に咲く花は、優しさや自然

の豊かさを感じさせます。また、“COSMOS”には無限の広が

りや調和の意味もあり、この計画の理念・目標にふさわしいこ

とから愛称を「たじりコスモスプラン」としました。 

プランの愛称「コスモス」とは 



 

 

  

はじめに 

 

1999（平成 11）年 6月に施行された「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社

会の実現を 21 世紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置づけ、国・地方公共団体や国

民が果たすべき役割について基本的な枠組みを定めることにより、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進することをめざしています。 

  

本町においては、2005（平成 17）年制定の「田尻町男女共同参画推進条例」に基づき、

同年「田尻町男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現をめざして、町民、

事業者の皆さまと協働しながらさまざまな取り組みを進めてまいりました。 

 

 「田尻町男女共同参画プラン」の計画期間の終了に際しては、2014（平成 26）年 8 月

に町民意識調査を実施し、その結果やプランの達成状況等を踏まえた「第 2 次田尻町男女共

同参画プラン」（目標年度は 2024（令和 6）年度）を 2015（平成 27）年 3 月に策定し

ました。 

このプランは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づく、「田

尻町ＤＶ防止基本計画」を盛りこんだ内容となっており、ＤＶの防止や被害者支援など、男

女共同参画社会の実現に向けた取り組みをさらに推進していくこととするものです。 

 

 また、2015（平成 27）年 8 月には、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活

力ある社会の実現を図ることを目的とする女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

が成立しました。 

本町において、この法律に基づく「田尻町女性活躍推進計画」を「第２次田尻町男女共同

参画プラン」と一体的に策定するため、今回改定をいたしました。 

 

 今後とも、男女共同参画社会の実現のため、家庭、職場、学校、地域などあらゆる分野に

おきまして、町民、事業者の皆さまと協働して取り組んでまいりますので、より一層のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 最後になりましたが、本プランの策定にあたりご尽力いただきました田尻町人権擁護審議

会委員の皆さまをはじめ、町民意識調査やパブリックコメントなどにより、貴重なご意見を

お寄せいただきました皆さまに心よりお礼を申し上げます。 

 

 ２０２２（令和４）年 3 月 

 

                            田尻町長 栗 山 美 政 
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第１章  プラン策定の基本的な考え方 

 

１  プラン策定の目的と位置づけ 

このプランは、田尻町における男女共同参画社会の形成に向けての基本方向とその推進

策を総合的に定めるものです。本プランに基づき、町と町民が一体となって「女性も男性

も、生涯にわたり健やかで幸せに暮らせるまちの創造」に取り組みます。 

策定にあたっては、田尻町人権擁護審議会の答申を踏まえました。 

なお、この計画は次に掲げる性格を併せ持つものです。 

・男女共同参画社会基本法及び田尻町男女共同参画推進条例に基づき、田尻町における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画。 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「ＤＶ防止法」とい

う。）に基づく田尻町における市町村基本計画（「田尻町ＤＶ防止基本計画」）。 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）

に基づく田尻町における市町村推進計画（「田尻町女性活躍推進計画」）。 

 

２  プランの期間 

このプランの計画期間は、2015（平成 27）年度から 2024（令和６）年度までの 10

年間とし、社会情勢の変化に伴い、適切な施策の推進を図るため、必要に応じて見直すも

のとします。 

 

３  プランの基本理念 

男女共同参画社会の実現をめざし、2005（平成 17）年４月に施行した「田尻町男女共

同参画推進条例」は基本理念を定めています。このプランでは、条例の基本理念をもとに、

その後の状況変化を踏まえて次の６つを基本理念とします。 

(1)男女が個人として尊重され、性別による差別を受けることなく、その能力を発揮でき

る社会をめざします。 

(2)固定的な性別役割分担に基づく社会的な制度、慣習や慣行を見直し、男女が自らの意

志によって行動できる社会めざします。 

(3)配偶者・パートナー間における暴力が根絶され、男女の人権が尊重される社会をめざ

します。 

(4)女性が自身の能力を発揮できる就業と、男女の仕事と育児の両立を支援します。 

(5)家族を構成する男女は、互いにその人格を尊重して協力し、子育てや介護をはじめと

した家庭生活と社会生活とを対等に分担する社会をめざします。 

(6)町や地域活動、民間団体などさまざまな分野における政策・方針の立案や決定に男女

が対等に参画する社会をめざします。 
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(7)男女共同参画社会実現に向けた住民と行政の対等なパートナーシップによるまちづ

くりをめざします。 

 

４  重点方策 

第 1 次プランの成果と課題、意識調査結果、田尻町の特性、社会動向などを踏まえて、

次の重点方策をかかげ、その推進を図ります。 

重点課題１  啓発と学習機会提供の充実 

若年女性、町職員をはじめとするすべての人に対する男女共同参画に関する啓発と学習

機会提供のありかたを見直し、より効果的な施策を推進します。 

重点課題２  安心と助け合いの地域づくり 

介護、子育て、防災を地域の課題としてとらえ、リーダーなど人材の育成を図るととも

に、世帯間・団体間の緊密なネットワークを形成し日常的な活動を充実するよう支援して

いきます。 

重点課題３  女性の参画・活躍機会の拡充 

学校教育、地域活動、就業などの場や機会において、女性が十分に参画・活躍できるよ

う、施策の推進、団体や事業所への働きかけ、相談機能などをさらに充実します。 

重点課題４  田尻町らしい国際性の創造 

世界との窓口である関西国際空港が立地する町として、文化や情報の交流を通じた国際

性ある男女共同参画社会の創造をめざします。 

 

５  関係団体等の役割 

このプランの実効を上げていくためには、町を挙げての取り組みが必要であり、各機関、

団体等は次のような役割を担うものとします。 

(1) 町は、町民の皆さまと協力して総合的かつ体系的に男女共同参画施策を進めます。 

(2) 事業所、各団体の皆さまは、職場における男女共同参画推進に努め、仕事と生活が

両立できる環境づくりに努めます。 

(3) 教育・保育関係の皆さまは、児童・生徒に人権尊重を基礎とする男女平等意識が培

われていくよう努めます。 

(4) 町民の皆さまは、家庭、学校、地域、職場その他のあらゆる場において男女が互い

の人権を尊重し、ともに個性と能力を発揮できるよう努めます。 
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６  プラン改定の背景と課題 

「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社会の実現を 21 世紀のわが国社会を

決定する最重要課題と位置づけ、国・地方公共団体や国民が果たすべき役割について基本

的な枠組みを定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

ことをめざしています。 

本町においては、2005（平成 17）年に制定した「田尻町男女共同参画推進条例」に基

づく「田尻町男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現をめざして、町民、

事業者の皆さまと協働しながらさまざまな取り組みを進めてまいりました。 

 「田尻町男女共同参画プラン」の計画終期を迎え、町民意識調査の結果やプランの達成

状況等を踏まえた「第 2 次田尻町男女共同参画プラン」及びＤＶ防止法に基づく「田尻町

ＤＶ防止基本計画」を「たじりコスモスプラン」（目標年度は 2024（令和 6）年度）とし

て 2015（平成 27）年 3 月に策定し、ＤＶの防止や被害者支援なども含め、男女共同参

画社会の実現に向けた取り組みをさらに推進していくことといたしました。 

 国においては、2015（平成 27）年 8 月、女性の職業生活における活躍を推進し、豊

かで活力ある社会の実現を図ることを目的とする女性活躍推進法が成立し、その第３条で

国及び地方公共団体の責務が規定されるとともに第６条で市町村における女性活躍推進計

画の策定が努力義務とされました。 

今回の改定は、この法律に基づく「田尻町女性活躍推進計画」を第２次田尻町男女共同

参画プラン及び田尻町ＤＶ防止基本計画と一体的に策定することを主な目的として行お

うとするものです。目標年度である 2024（令和６）年度を間近にしての改定で、全面的

な改定については、次期プラン策定時の課題であると認識しております。 

次期プラン策定につなぐ、現時点での課題認識として、以下の点について言及しておく

こととします。 

2021（令和 3）年度男女共同参画白書や厚生労働白書にもあるように、2019（令和

元）年 12 月から続く新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、女性の生活や雇用に大き

な影響を与えており、男女共同参画・ジェンダー平等の遅れが改めて顕在化しました。緊

急事態宣言発出等によるステイホーム、在宅ワーク、学校休校等、飲食・宿泊業等のサー

ビス業が大きな影響を被ったことなどから、非正規雇用労働者を中心に雇用情勢が急速に

悪化しました。様々な困難は弱い立場とされている人を直撃し、これまで見過ごされたり、

潜在的にはありながら表面化してこなかった、例えば自殺者数の増加、女性や子ども等へ

の暴力、女性や子ども等の生活困窮や貧困等として現れ、私たちの向き合うべき課題とし

て社会に共有されました。 

 さらには、1995（平成7）年の阪神・淡路大震災や2011（平成23）年の東日本大震

災の被害の教訓から、また近い将来に発生の可能性が非常に高いとされる南海トラフ地震

などの大規模災害への対応に向けて「女性の視点に立った防災・復興の取組促進」が強く

求められています。2020（令和２）年12月に閣議決定された、国の「第5次男女共同参

画基本計画」では、市町村防災会議の委員に占める女性の割合を早期に15％以上とし、さ

らに30％をめざすこととしています。避難所等における性暴力・DV（配偶者等からの暴
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力）の防止、意思決定の場への女性参画等、女性の視点に立った被災者支援の推進に加え、

災害対策に女性の視点を組み込むための体制強化が重要とされています。女性の視点に立

って災害対応の見直しを進めることは、女性のみならず、子どもや若者、高齢者、障害者、

性的マイノリティの方など、多様な方々への配慮に資するものでもあります。 

先に述べた新型コロナウイルス感染症拡大による影響にも通じることですが、平常時に

できないことは、非常時や災害時にはなおさらできません。かえって深刻な状況に陥る可

能性が高いものと考えます。女性の視点に立った防災・復興の取り組み促進、また 2019

（令和元）年の「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する

条例」なども踏まえつつ、教育の場や就労の場、家庭や地域社会などにおける男女共同参

画社会づくりに向けて、俯瞰的な視点で、これまで以上に積極的に推進していくことが今、

求められています。 

 「男女共同参画社会基本法」の施行から 20 年が経過し、全国各地でさまざまな取り組

みが進められているとはいえ、わが国においては、男女共同参画社会が実現しているとは

言い難い状況です。スイスの非営利団体「世界経済フォーラム」が毎年発表する各国にお

ける男女格差を測るジェンダーギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）は、「経済」「政

治」「教育」「健康」の 4 つの分野の指標から作成され、0が完全不平等、１が完全平等を

示しています。2021（令和３）年 3月時点での日本の総合スコアは 0.656 で順位は 156

か国中 120 位（前回は 153 か国中 121 位）でした。前回と比べ、スコア、順位ともに

ほぼ横ばいで、先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN 諸国よ

り低い結果となっており、特に、政治・経済分野のスコアが低い状況にあります。 

本町といたしましても、男女共同参画社会の実現に向けて、より一層の取り組みが必要

であると認識しているところです。 
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世界・国・大阪府・田尻町の動き 

年 世 界 国 ■は大阪府   □は田尻町 

昭和 47 

（1972) 

第 27回国連総会で、1975年を国際 

婦人年とすることを宣言 

  

昭和 50 

(1975) 

■国際婦人年（目標：平等、発展、平和） 

■第 30回国連総会で 

①｢メキシコ宣言｣などメキシコ会議で決ま

った行動計画を承認 

②1976年～85年の10年間を｢国連婦人

の 10年｣と決定 

■婦人問題企画推進本部設置 

 

 

昭和 52 

(1977) 

 ■｢国内行動計画｣策定 

 

■｢大阪府婦人問題推進会議｣設置 

昭和 54 

(1979) 

■国連第 34回総会｢女子差別撤廃条約｣ 

採択 

  

昭和 56 

(1981) 

  ■｢女性の自立と参加を進める大阪府行動

計画｣策定 

昭和 60 

(1985) 

■｢国連婦人の十年｣ナイロビ世界会議 

（ケニア） 

｢婦人の地位向上のためのナイロビ将 

来戦略｣採択 

■｢男女雇用機会均等法｣の公布 

■｢女子差別撤廃条約｣批准 

 

 

昭和 62 

(1987) 

 ■｢西暦 2000年に向けての新国内行動

計画｣策定 

 

平成 3 

(1991) 

 ■｢育児休業法｣の公布[平４.4施行］ 

 

■｢男女協働社会の実現をめざす大阪府

第 3期行動計画～女と男のジャンプ･プ

ラン｣策定 

平成 5 

(1993) 

 ■｢短時間労働者の雇用管理の改善等に

関する法律｣(パートタイム労働法)成立

[平 5.12施行] 

■｢男女協働社会の実現をめざす表現の

手引き｣作成 

 

平成 6 

(1994) 

 ■男女共同参画室・男女共同参画審議会

(政令)設置 

■男女共同参画推進本部設置 

■ドーンセンター(大阪府立女性総合セン

ター)開館 

 

平成 7 

(1995) 

■｢第４回世界女性会議｣-平等、開発、 

平和のための行動（北京） 

｢北京宣言及び行動綱領｣採択 

■｢育児休業法｣の改正(介護休業制度の

法制化) 

■ＩＬＯ｢家族的責任を有する男女労働者

の機会及び待遇の均等に関する条約｣

(第 156号)批准 

■男女協働社会の実現をめざす府民意識

調査結果報告 

□田尻町人権擁護に関する条例公布 

 [平７．４施行] 

平成 8 

(1996) 

 ■｢男女共同参画 2000年プラン｣策定 

 

 

平成 9 

(1997) 

 ■｢男女雇用機会均等法｣改正[平 11.4施

行］ 

■労働基準法の改正[平 11.4施行］  

■育児・介護休業法の改正[平 11.4施行］ 

■｢介護保険法｣公布 

 

■｢男女協働社会の実現をめざす大阪府

第３期行動計画(改定) ～新 女と男の

ジャンプ･プラン～｣策定 

■｢審議会等への女性委員の登用推進要

綱｣策定 

平成 11 

(1999) 

 ■｢男女共同参画社会基本法｣公布・施行 ■｢男女協働社会の実現をめざす府民意

識調査｣発表開催 

平成 12 

(2000) 

■国連特別総会｢女性2000年会議｣開催

（ニューヨーク） 

 

■｢男女共同参画基本計画｣閣議決定 

■｢ストーカー行為等の規制等に関する法

律｣、｢児童虐待の防止等に関する法律｣

成立[平 12.11施行] 

■「女性に対する暴力｣対策会議設置 

 

平成 13 

(2001) 

 ■｢配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律｣施行 

■第１回｢男女共同参画週間｣ 

■｢女性に対する暴力をなくす運動｣スター

ト 

■｢大阪府男女共同参画計画(おおさか男

女共同参画プラン)｣策定 

 

平成 14 

(2002) 

  ■大阪府男女共同参画推進条例公布 

[平 14.4施行] 

 

平成 15 

(2003) 

 ■｢次世代育成支援対策推進法｣公布、施 

  行 

■｢少子化社会対策基本法｣公布、施行 
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年 世 界 国 ■は大阪府   □は田尻町 

平成 16 

(2004) 

 

 ■｢児童虐待の防止等に関する法律｣の改

正[平 16.10施行] 

■｢配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律｣の改正[平 16.6

施行] 

■育児・介護休業法の改正[平 17.4施行] 

■児童福祉法の改正、施行 

 

平成 17 

(2005) 

 

 

■国連｢北京＋１０｣閣僚級会合 

（ニューヨーク） 

■｢男女共同参画基本計画(第２次)｣閣議

決定 

■｢女性の再チャレンジ支援プラン｣策定 

 

■｢大阪府配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する基本計画｣策定、

公表 

□田尻町男女共同参画推進条例制定 

□田尻町男女共同参画プラン策定 

□女性総合相談スタート 

平成 18 

(2006) 

 ■｢男女雇用機会均等法｣改正[平19.4施

行] 

■｢女性の再チャレンジ支援プラン｣改定 

■｢大阪府男女共同参画計画（おおさか男

女共同参画プラン）（改訂版）｣策定、4月

公表 

平成 19 

(2007) 

 ■｢配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律｣改正[平 19.4施

行] 

■｢仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バラ

ンス）憲章｣及び｢仕事と生活の調和推進

のための行動指針｣策定 

 

平成 20 

(2008)  

 ■｢女性の参画加速プログラム｣男女共同

参画推進本部決定 

■児童福祉法、次世代育成支援対策推進

法の改正[平 21.4施行 他] 

 

平成 21 

(2009) 

 ■女子差別撤廃条約実施状況第６回報告

審議 

■第６回報告に対する女子差別撤廃委員

会最終見解 

■｢大阪府配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する基本計画｣の改

定 

平成 22 

(2010) 

 ■｢第３次男女共同参画基本計画｣閣議決 

定 

 

平成 23 

(2011) 

 
 

■おおさか男女共同参画プラン

（2011-2015）｣策定 

平成 24 

(2012) 

■第 56回国連婦人の地位委員会 

｢自然災害におけるジェンダー平等と 

女性のエンパワーメント｣決議案採択 

 ■｢大阪府配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する基本計画

（2012-2016）｣策定 

平成 25 

(2013) 

 

 ■｢配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律｣改正[平 26.1

施行] 

 

平成 26 

(2014) 

 

■第 58回国連婦人の地位委員会 

｢自然災害におけるジェンダー平等と 

女性のエンパワーメント｣決議案採択 

■｢すべての女性が輝く社会づくり本部｣設

置 

□田尻町男女共同参画に関する町民意識

調査実施 

平成 27 

(2015) 

■国連｢北京＋20｣記念会合（第 59 回国

連婦人の地位委員会（ニューヨーク） 

■第３回国連防災世界会議（仙台）｢仙台

防災枠組｣採択 

 

■｢女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律｣公布 

■｢第４次男女共同参画基本計画｣策定 

■OSAKA女性活躍推進会議を設置 

■大阪府男女共同参画審議会から｢大阪

府における新たな男女共同参画計画の

策定に関する基本的な考え方について｣

答申 

□第 2 次田尻町男女共同参画プラン・田

尻町ＤＶ防止基本計画策定 

平成 28 

(2016) 

 ■「育児・介護休業法」及び「男女雇用機会

均等法」等改正[平 29.1施行] 

■ 「 お お さ か 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン

(2016-2020)」策定 

平成 29 

(2017) 

 ■刑法改正（強姦罪の構成要件及び法定

刑の見直し等）[平 29.7施行] 

 

■「大阪府配偶者等からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する基本計画

(2017-2021)」策定 

平成 30 

(2018) 

 ■「政治分野における男女共同参画の推

進に関する法律」公布、施行[平 30.5] 
 

令和元 

(2019) 

■Ｗ20日本開催（第5回WAW!と同時開

催） 

■「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」等改正 

■大阪府性的指向及び性自認の多様性に

関する府民の理解の増進に関する条例 

公布[令元.10施行] 

令和 2 

(2020) 

 ■｢第 5次男女共同参画基本計画｣策定  

令和３ 

(2021) 

  ■ 「 お お さ か 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン

(2021-2025)」策定 
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７  第２次田尻町男女共同参画プランにおける取り組み 

(1)取り組みの概要 

2015（平成 27）年３月に策定した「第 2 次田尻町男女共同参画プラン」「田尻町ＤＶ

防止基本計画」の基本目標に基づき、さまざまな施策に取り組んでいます。 

 

男女共同参画の意識づくりと行動の促進 

□学習機会の提供 

・「広報たじり」や町ホームページなどを活用し、男女共同参画に関わる情報発信に努めました。

庁舎内の人権・男女共同参画コーナーに各種の雑誌・案内チラシを配架しました。 

・人権や男女共同参画に関する講演会や講座を開催する際には、参加しやすい日時や内容を

検討したり、子育て中の方が参加しやすいよう一時保育サービスの提供に努めました。 

・社会教育課が出前講座に男女共同参画をテーマとして登録しています。 

□教育・保育における男女共同参画の推進 

・男女共生教育観点を組み入れた人権教育推進計画に基づき、町立保育所・幼稚園・小学

校・中学校での教育・保育を推進しています。 

・保育所・幼稚園には、男性保育士が 2 名配置されています。 

□家庭・地域における男女共同参画の推進 

 ・学校での PTA 活動や保育所での保護者会活動において、男女が分け隔てなく積極的に

参加・参画できるよう働きかけています。 

 ・地区会を中心とする自主防災組織には、男女が積極的に参加・参画できるよう働きかけ

るとともに、女性に団体のリーダーとして参加してもらうよう努めています。 

 ・妊婦教室の休日開催や、子育て支援センターでの一時預かり事業、ファミリーサポート

事業、子どもの居場所づくり事業など、子育て支援施策の充実を図っています。 

仕事と生活の調和を支える環境の整備 

□就労の場の環境整備 

・事業所・団体などに対して、労働関係法等の情報提供を行っています。 

・就労を希望する方への相談を受けたり、資格取得等をめざす就労支援講座を実施し、ハ

ローワーク等関係機関との連携のもと相談者が働きやすいよう支援に努めています。 

・泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会と連携し、雇用の分野での男女労働者の均等な機

会と待遇の確保のための啓発活動や各種法制度などの周知を図っています。 

□人権の確立と多様な参画の推進 

・民生委員による高齢者等の地域見守り活動や、田尻町要保護児童対策地域協議会構成員

による情報連携等により、すべての人が安心できるくらしやすいまちづくりを推進して

います。 

 ・多様な性のあり方への理解が拡がるよう、映画会・カレンダーへの啓発記事の掲載・職

員人権研修の実施などにも取り組むとともに、人権相談の相談体制の整備を検討してし
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ています。 

□生涯にわたる健康づくりの支援 

・女性の妊娠・出産に関わる機能の重要性について、また HIV／エイズや性感染症に関し

正しい知識が得られるよう啓発パンフレットを成人式で配布しています。 

・思春期における性教育の充実に努めるため、小中学校において生と性に関する授業を保

健師が継続実施しています。 

・健診や妊婦教室は働く人が参加しやすいよう休日にも開催しています。 

・男性に限定したフィットネス事業の実施や若年者向けの健康教室の休日実施も行ってい

ます。 

 

配偶者からの暴力の防止［田尻町ＤＶ防止基本計画］ 

□配偶者からの暴力の防止 

 ・人権相談及び女性総合相談を実施し、相談者へのきめ細かな支援に努めました。 

 ・庁内をはじめ関係機関との連携を密にして相談にあたるとともに、職員研修を実施しました。 

 ・児童虐待とDV に関する啓発記事をカレンダーに掲載し、全戸配布しました。 

 

推進体制の整備 

□行政における男女共同参画の推進 

・政策・方針決定の場における男女共同参画の推進については、第 2 次プランにおける目

標数値に遠く女性登用率が下がっているなど、一部を除き、全体的には女性の積極的な

登用が進んでいません。今後、新たな審議会等で委員を選任する場合や現任委員の改選

時には、本プランの趣旨に基づき、女性の積極的な登用を全庁的に検討されるよう働き

かけたところです。 

・男女共同参画の役場づくりについては、すべての課等において性別に関係なく適性に応

じた業務分担を心がけていることを確認しました。 

・一方、第 2次プラン策定時に 12％であった女性管理職の割合は、令和 2 年度において

13.3％で、令和 6 年度の目標数値 20％まで大きく差が開いています。 

・2021（令和 3）年度には、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンライ

ンによる男女共同参画研修を実施します。 
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第２章  プランの体系 

［※］女性活躍推進法に基づく推進計画該当箇所 

１ 
 

男
女
共
同
参
画
の
意
識
づ
く
り
と
行
動
の
促
進 

1-1
学
習
機
会
の
提
供 

1-2
教
育
・
保
育
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
の
推

進 

1-3
家
庭
・
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画

の
推
進 

○男女共同参画に関する情報の提供 
 

○男女共同参画に関する講座等の充実 

○参加しやすく、関心をひく学習機会の提供 

○労働に関する基本的権利についての学習の機会と情報の提供 
 

○男女共同参画に関する世界的な動向の把握と情報提供 

○国際理解・国際交流の推進 

○外国人が暮らしやすい環境づくり 

 

(1)啓発と情報提供の充実 

(3)異文化理解の促進 

(2)学習機会の充実 

(1)男女平等の視点による 
教育・保育の推進 

(2)男女平等の視点による学校・
幼稚園・保育所運営の推進 

 

○男女平等の視点に立った教育・保育の推進 

○性と生命を尊重する教育の推進 
 

○男女共同参画に関する職員研修の充実 

○男女平等の視点に立った学校・幼稚園・保育所運営の推進 

 

○保護者への啓発の推進 
 

○性別役割分業にとらわれない家庭教育の推進 

○多様な家庭形態に応じた自立支援の推進 

 

○地域における男女共同参画の推進［※］ 
 
〇地域活動への女性の参画を推進するための
環境づくり［※］ 

〇地域活動におけるリーダーの育成［※］ 

○男女共同参画の視点に立った防災体制の充実 

○地域での子育て支援の充実 

○介護支援の充実 

○男 

(1)保護者への啓発の推進 

(2)家庭における男女共同 
参画の促進 

(3)地域における男女共同 
参画の推進 
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○職場環境の改善［※］ 

○女性の雇用促進［※］ 

○労働者への情報と学習機会の提供［※］ 

○事業所・団体などへの啓発と働きかけ［※］ 

○女性の労働環境の整備［※］ 

○子どもの人権が守られる環境の整備 

○高齢者などが安心して暮らせる環境の整備 

○困難な状況にある人びとを守る環境の整備 

○啓発と相談体制の整備 

○メディア・リテラシーの啓発と育成 

○各種情報源への働きかけと是正 

○母性機能についての理解を深める啓発と学習機会の提供 

○性に関する正しい知識の普及 

○妊娠・出産期の母子保健事業への男性の参加促進 

○生涯を通じた男女の健康づくりの推進 

○暴力を防ぐための意識づくり 

○相談・支援に関わる情報提供 

○啓発と学習機会の充実 

○支援体制の広報・情報提供 

○円滑な連絡体制と連携の強化 

○審議会委員等への女性の参画の促進［※］ 
 

○男女共同参画・女性活躍推進の役場づくり

［※］ 
 

○啓発と研修の充実 

○庁内推進体制の強化・充実 

○町民や事業所と連携した推進 

○関係機関などとの連携 

目標値 

(1)事業所などへの啓発の 
充実 ２ 

 

仕
事
と
生
活
の
調
和
を
支
え
る
環
境
の
整
備 

2-1
就
労
の
場
の
環
境
整
備 

(2)女性の管理職登用などの促進 

(3)女性が働きやすい職場 
環境の整備促進 

2-2

人
権
の
確
立
と
多
様

な
参
画
の
推
進 

(1)すべての人権を守り安心 
して暮らせる環境の整備

促進 

(2)性的マイノリティへの理解 
と参画の推進 

(3)男女平等の視点による 
メディア･リテラシーの確立 

2-3
生
涯
に
わ
た
る

健
康
づ
く
り
の

支
援 

(1)生命と性の尊重に関す 
る啓発の充実 

(2)健康の保持･増進の支援 

３ 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止 

  

［
田
尻
町
Ｄ
Ｖ
防
止
基
本
計
画
］ 

(1)DV防止についての啓発の充実 3-1

配
偶
者
か

ら
の
暴
力

の
防
止 

(1)被害者の支援体制充実 

(2)男女共同参画・女性活躍
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(1)政策・方針決定の場への 
男女共同参画の推進 

(1)職員研修の充実 

(2)男女共同参画を推進す 
る体制の整備 

(2)相談機能と早期発見の強化 

(3)性犯罪･性的いやがらせの防止 

(3)プランの推進と検証 
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第３章  施策の概要 

 

１  男女共同参画の意識づくりと行動の促進 

1-1 学習機会の提供 

(1) 啓発と情報提供の充実【企画人権課】 

男女共同参画社会を築くためには、一人ひとりが男女平等の意識を徹底し、家庭や社会

など生活のあらゆる場面で性別による役割分担意識を払拭することがすべての基礎になり

ます。 

このため、町では広報紙などを通じて男女共同参画に関わる情報を提供するとともに、

人権啓発事業と連携するなどして、男女共同参画意識の形成に努めてきました。 

町が実施した意識調査結果（注）を、家庭生活、就職活動・職場などの場で「平等である」

とする田尻町民の割合は、国・大阪府や近隣市町と比較すると下位に位置しています。ま

た、男女共同参画に関わる制度や計画のうち「田尻町男女共同参画推進条例・田尻町男女

共同参画プラン」は町民にあまり知られておらず、知っているとする割合は「ポジティブ・

アクション＊」に次いで低いことが分かりました。 

これらを課題として認識し、今後さらに積極的に啓発と情報提供の充実を図る必要があ

ります。 

（注)町民と町職員を対象に男女共同参画に関わる意識や行動、子育てや労働、男女間の暴力な

どについて調査し分析しました。設問により、他の自治体との比較分析も行っています。（「田

尻町男女共同参画に関する意識調査」2014（平成 26）年８月～９月に実施、回答者は町民

273 人、職員 103 人） 

以下「意識調査結果」とは、この調査結果を指します。また特記のない場合は町民に対する調

査結果です。 

 

［方向性］ 

○男女共同参画に関する情報の提供 

・「広報たじり」や町ホームページなどを通じ、男女共同参画に関わる新しい情報や講演

会などの案内を積極的に広報します。 

・田尻町人権協会との連携のもとに、人権や男女共同参画に関わる行催事などの情報発

信に努めます。 

・人権・男女共同参画コーナーに各種の雑誌・案内チラシを配架し、情報発信に努めま

す。 
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(2) 学習機会の充実【企画人権課】 

男女共同参画社会に向けての意識形成は、さまざまな啓発活動を受けることに加えて、

男女がともに暮らす社会のあり方などについて主体的に学び、また学んだ成果を日常生活

の中で生かしていくことが重要です。 

このため町では、男女共同参画に関わる講演会や講座の開催、あるいはまちづくり出前

講座のメニュー化などによって学習機会を提供してきました。また、男女が親子連れでこ

れらの受講やさまざまな活動に積極的に参加できるよう、主な公共施設ではベビーベッド

や授乳室などの設置に努めるとともに、講演会等においては一時保育サービスの提供に努

めてきました。 

意識調査結果では、男女共同参画に関する講座や研修会などへの参加経験をたずねまし

たが、「参加したことがない」とする町民が８割以上を占めています。 

身近な場やより親しみやすいテーマを選ぶ、あるいはワークショップなど新しい手法を

試みるなどによって学習者のすそ野を広げていくことが今後の課題です。 

 

［方向性］ 

○男女共同参画に関する講座等の充実 

・町人権協会との連携のもとに、講座などの充実を図ります。 

・各種団体の実施する学習活動において、男女共同参画に関わるテーマを取り上げるよ

う呼びかけるなど、その支援に努めます。 

○参加しやすく、関心をひく学習機会の提供 

・男性の参加しやすいテーマをとりあげる、開催時間帯や曜日などに配慮することなど

によって、広い層が関心を持ち、また参加しやすい学習機会を提供します。 

・公民館の各種講座において男女共同参画に関するプログラムを充実するとともに、講

師の選定やプログラムの開発を男女平等の視点に立って行います。 

○労働に関する基本的権利についての学習の機会と情報の提供 

・労働基準法、育児・介護休業法など、労働に関する基本的権利についての啓発・学習

を行います。 

・就職や再就職を希望する女性に対し、能力開発、技術習得、就労のための情報を提供

します。 

 

(3) 異文化理解の促進【企画人権課】 

国連による国際婦人年世界会議の開催（1975(昭和 50)年）、女子に対するあらゆる形

態の差別の撤廃に関する条約の採択（1979(昭和 54)年）、ＩＬＯ（国際労働機関）によ

る男女労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約・勧告採択（1981(昭和 56)年）など、

世界における男女共同参画への動きは着実にあゆみを続け、これらの流れにあわせてわが

国でも女子差別撤廃条約批准（1980（昭和 55）年）、男女雇用機会均等法制定（1985(昭

和 60)年）などに取り組んできました。このように男女共同参画は国際化の流れの中で進
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展してきたということができます。 

田尻町は関西国際空港という世界への窓口に位置するだけでなく、世界各国の外交官や

研究者が集う独立行政法人国際交流基金関西国際センターが立地するなど、世界の潮流を

受けるのにたいへん恵まれた条件にあります。 

今後ともに、交流団体などの活動を支援することに加え、男女共同参画に関する学習や

交流に積極的に取り組み、大きな流れの中で文化を培っていくことが重要です。 

 

［方向性］ 

○男女共同参画に関する世界的な動向の把握と情報提供 

・男女平等、男女共同参画に関する国際的な潮流や国連の取り組みなどに関する情報を

収集し、わかりやすく発信します。 

○国際理解・国際交流の推進 

・国際文化交流に関わる団体などと連携し、女性の積極的な参加を促しつつ、国際理解

教室や国際協力・交流活動事業などを支援します。 

○外国人が暮らしやすい環境づくり 

・外国人の女性や子どもが安心して暮らせるよう、多言語による生活情報の提供や相談

体制の整備につとめます。 

 

 

1-2 教育・保育における男女共同参画の推進 

(1) 男女平等の視点による教育・保育の推進【指導課、こども課】 

人権尊重を基礎とする男女平等の意識は、幼少期の教育から培っていくことが重要で、

また効果的です。性別に関わらず子どもたちが個性と能力を発揮できる教育・保育を進め、

将来も人権感覚が豊かな社会人として自立した生き方ができるように導いていくことが求

められます。 

このために、町では固定的な性的役割分業意識＊にとらわれない、人権に根ざした教育・

保育を進め、子どもたちの自主性や自立する力を育ててきました。 

意識調査結果によると、学校教育の場で男女が「平等である」とする割合は 75.5％で、

国や府、近隣市より高くなっています。また、男女平等の推進のために学校で行うとよい

ものとして「男女の区別なく能力を生かす」「男女平等の意識を育てる」「性別による役割

分担をなくす」などが上位を占めていますが、このうち「性別による役割分担をなくす」

については府より 18 ポイントも低くなっており、子どもたちの保護者の意識に課題をみ

ることができます。 

今後は、性の違いへの理解やそれを互いに尊重することを基本に、学校や園において男

女平等意識の涵養に努めるとともに、教育・保育活動の中で具体的に実践していくことが

重要です。 
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［方向性］ 

○男女平等の視点に立った教育・保育の推進 

・教育・保育を進めるための指導方法、カリキュラム、教材などを、固定的な性別役割

分業意識を払拭し男女共同参画を促進する視点から開発・採択するとともに、すべて

の児童・生徒の個性が十分に活かされる教育を推進します。 

・リーダーシップや各種技能の育成に際しては、性別に関わりなくそれらの伸長を図る

とともに、養成や学校や園での行事、日常的な作業などにおいて、児童・生徒の役割

が常に男女平等の視点に立って果たされるよう努めます。 

・性別にとらわれずに働くことへの関心を高められるよう、男女平等の視点に立った職

業観の育成や進路指導を充実します。 

○性と生命を尊重する教育の推進 

・男女の児童・生徒が相手の性を尊重する気持ちを持つことができるよう、年齢に応じ

た性教育に努めるとともに、HIV／エイズや性感染症に関する正しい知識の浸透を図

ります。 

・セクシュアル・ハラスメント＊についての指導、性的マイノリティ＊に対する理解の浸

透を図るなど、差別と偏見の除去に努めます。 

 

(2) 男女平等の視点による学校・幼稚園・保育所運営の推進【指導課、こども課】 

学校・幼稚園・保育所においては、職員が男女共同参画の意識のもとに教育に取り組む

とともに、学校・幼稚園・保育所全体が男女共同参画の考え方が貫かれて運営されること

が重要です。 

意識調査結果では、男女平等を推進していくために学校で行うとよいものとして「教職

員に研修を行う」は 31.1％、「校長や教頭に女性を増やす」は 28.6％があげられており、

このうち｢校長や教頭に女性を増やす｣は府より 10 ポイント高くなっており、教育の場に

おいて女性が指導的地位を占めることが比較的高く支持されています。 

今後ともに、男女に関わらず教育・保育人材の能力育成に取り組むとともに、能力の公

平な判断のもとに学校・幼稚園・保育所の運営能力の向上に努めます。 

 

［方向性］ 

○男女共同参画に関する職員研修の充実 

・教育・保育担当者に対する研修内容を充実し、人権意識に基づいた男女平等教育を推

進します。 

○男女平等の視点に立った学校・幼稚園・保育所運営の推進 

・幼稚園・保育所職員の採用、および管理職登用を図るための人材の育成を男女平等の

視点で行います。 
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1-3 家庭・地域における男女共同参画の推進 

(1) 保護者への啓発の推進【指導課、社会教育課、こども課】 

子どもたちの男女平等意識の形成は、まず最も身近な家庭から始まることから、保護者

の意識と行動が重要です。 

意識調査で子どもの性別ごとに受けさせたい教育をたずねると「４年制大学」への進学

は、女の子の場合では男の子の場合よりも 17 ポイント低くなっており、保護者の教育観

における男女平等への理解が求められています。その一方「性別にこだわらず経済的に自

立するよう育てる」「性別にこだわらず家事ができるよう育てる」に対する賛成意見は府よ

りも高く、子どもの性別に関わらず、社会でも家庭でも自立できるよう育てたいという意

識は比較的強い傾向にあります。 

今後ともに、広報や教育・保育の場を通して、男女共同参画の視点から子どもたちを育

んでいくことが求められます。 

 

［方向性］ 

○保護者への啓発の推進 

・町の広報紙やホームページなど、多様な手段で家庭や地域などにおける男女平等の重

要性を訴えていきます。 

・PTA 活動や保護者会活動、研修などにおいて男女ともに積極的に参加・参画できるよ

うに働きかけます。 

・PTA をはじめとする各種団体の役員構成や長の選出において、男女いずれかの性に偏

らないよう働きかけます。 

 

(2) 家庭における男女共同参画の促進【指導課、福祉課】 

家庭はくつろぎや生活のよろこびを得る場であると同時に、子育て・教育、家事、介護

を行う場でもあります。このことから、家庭でのあらゆる場面において男女が対等の立場

で取り組むことが求められます。 

意識調査結果では、男性の日常生活として「食事のあとかたづけ」「ごみの分別とごみ出

し」「洗濯」などをしている割合は３割以上ありますが、家事に携わっている時間では休日

においても女性の家事時間が圧倒的に多いという実情となっています。 

家族形態の多様化やひとり親家庭の増加、高齢化にともなう介護労働の増大などが進む

もと、家庭における男女共同参画に関する男性側の理解や行動を促すとともに、男性が家

事などに取り組みやすい社会条件を整備していくことも課題です。 

 

［方向性］ 
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○性別役割分業にとらわれない家庭教育の推進 

・学校教育、広報紙、講座などを通じて、家事・育児・介護などについて家庭での性別

役割分業意識を払拭するための啓発・学習活動を充実します。また、家事、育児や介

護について、男性も参加しやすい講座などを充実します。 

・家庭や職場において、女性の就労について理解を深めるための情報や学習機会を提供します。 

○多様な家庭形態に応じた自立支援の推進 

・ひとり親家庭、障害者や高齢者のいる家庭など、多様な形態の家族がそれぞれ抱える

課題を各種相談事業や施策から把握し、これをもとに個々の実情に即した自立支援を

行えるよう、体制の充実と情報の提供に努めます。 

 

(3) 地域における男女共同参画の促進 

【企画人権課､生活環境課､福祉課､健康課､こども課､安全安心まちづくり推進局】 

家族の力が相対的に弱い単独世帯、高齢者世帯、核家族世帯などが増加していることか

ら、災害時の救援や避難、介護や子育てなどにおいて、地域の力によってこれを補い、助

け合うことが求められています。またこのような場合においても、男女平等の視点から取

り組むことが必要です。 

意識調査結果で地域活動に「今後も参加したい」と「今後は参加したい」の合計値をみ

ると、〈福祉・ボランティア活動〉〈地区会・PTA などの地域活動〉など多くの項目で４割

を超えており、参加への潜在力は低くありません。 

今後はこれらの力が集まり、共助となって地域活力の涵養に生かせるよう支援するとと

もに、団体運営や事業実施の際にも男女共同参画の視点が反映するよう働きかけます。 

 

［方向性］ 

○地域における男女共同参画の推進［※］ 

・地区会などの各種地域団体と連携して、男女がともに働き、家事、育児、介護を担う

ことをテーマにした学習機会を充実します。 

〇地域活動への女性の参画を推進するための環境づくり［※］ 

・地域に根差した活動に男女が積極的に参加できるよう、ワークライフバランス等につ

いて事業主をはじめ広く周知に努める。 

・子育て中の男女がさまざまな活動に積極的に参加できるよう講演会等において一時保

育の実施に努める。 

〇地域活動におけるリーダーの育成［※］ 

・男女共同参画に取り組むグループを育成するとともに、地域活動における女性リーダ

ーの計画的かつ継続的な育成支援に努めます。 

○男女共同参画の視点に立った防災体制の充実 

・防災・防犯、環境保全・美化、福祉など地域に根ざしたさまざまな活動に取り組む人

やそのリーダーが男女いずれかの性に偏らず、男女がともに積極的に参加できるよう、
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町民や各種団体に働きかけます。特に防災については、自主防災組織への女性参画を

促しつつこれらと連携し、要援護者対策や災害時の地域での具体的な対応などについ

ての啓発と指導を充実します。 

○地域での子育て支援の充実 

・自主育児サークル活動と育児支援グループへの支援と育成を図るとともに、子育てネ

ットワークの構築を図ります。 

・子育て支援センターや放課後児童健全育成事業の運営充実を図ります。 

○介護支援の充実 

・男女を対象とした介護・看護教室の開催などの充実を図るとともに、地域や社会全体

で介護を支え合うことの重要性を啓発します。 
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２  仕事と生活の調和＊を支える環境の整備 

2-1 就労の場の環境整備 

(1) 事業所などへの啓発の充実【産業振興課】 

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの制定や改正によって、女性が男性と対等

の立場で働くための社会制度は進展をみせてきましたが、現実の労働現場の多くではこれ

らの法・制度の理念を完全に実現するには至っていません。 

今後は、職場における男女平等と男女共同参画の実現について、事業所や団体などに粘

り強く働きかけることによって、女性にとっても男性にとってもその能力を発揮できる労

働の場をつくっていく必要があります。 

 

［方向性］ 

○職場環境の改善［※］ 

・事業所・団体などに対して、性差別がなく女性が働きやすい職場環境にすることの重

要性を啓発するとともに、男女の労働者が仕事と家庭を両立させることができる職場

づくりを働きかけます。 

○女性の雇用促進［※］ 

・女性の就労・雇用状況の把握に努め、事業所・団体などに対して雇用・再雇用の促進

などを働きかけます。 

○労働者への情報と学習機会の提供［※］ 

・家庭や職場において、就労に関する法や制度について理解を深めるための情報や学習

機会の提供を充実します。 

〇女性活躍推進のための取り組み［※］ 

・女性の職業生活における活躍の推進について情報の収集、提供を行います。 

 

(2) 女性の管理職登用などの促進【企画人権課、産業振興課】 

意識調査結果では、職場における男女の平等観をたずねると、ほとんどの項目で「男性

が優遇されている」とみる意見が圧倒的に多くなっています。なかでも、〈管理職への登用〉

は「男性が優遇されている」または「どちらかというと男性が優遇されている」とする割

合は 76.9％と最も高くなっているほか、〈昇進・昇格〉や〈賃金〉などの面でも高い割合

になっており、これらの是正について事業者などに働きかけることが求められます。 

 

［方向性］ 

○事業所・団体などへの啓発と働きかけ［※］ 

・事業所に対して、女性の管理職への登用を啓発するとともに働きかけます。 

・各種の団体において構成員が男女いずれかに偏ることなく、また運営にあたっては役
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員などの構成が男女平等になるよう働きかけます。 

 

(3) 女性が働きやすい職場環境の整備促進【企画人権課】 

意識調査結果で田尻町における男女共同参画状況への評価をたずねると、〈女性が働きや

すい環境が整っている〉について「そう思わない」が 11.7％で〈男女共同参画に対する理

解がいきわたっている〉(16.5％)、〈男性が家事・育児を学ぶ機会がある〉(13.9％)に次

ぐ高い割合となっています。またこの「そう思わない」とする割合は、女性の 20・30歳

代では全体平均と比べて８ポイント高く、男性の 20・30 歳代でも７ポイント高くなって

おり、特に若い世代において女性が働く環境に対する評価が厳しくなっています。 

また、男女が対等に働くための条件として「働き続けられる職場の雰囲気の醸成」「男女

ともに休暇をとりやすくする」「男女が能力を発揮できる配置を行う」などの意見が上位を

占め、職場環境の改善とともに男性も含めた働きすぎの改善などの必要性が示唆されてい

ます。 

 

［方向性］ 

○女性の労働環境の整備［※］ 

・泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会と連携し、町内事業所などに対して雇用の分野

での男女労働者の均等な機会と待遇の確保のための啓発活動を行うとともに、各種法

制度などの周知を図ります。 

・町内事業所などに対してセクシャル・ハラスメント防止対策などを働きかけます。 

 

2-2 人権の確立と多様な参画の推進 

(1) すべての人権を守り安心して暮らせる環境の整備【こども課、指導課、福祉課】 

子ども、高齢者、障害者、難病者、貧困にある人など、社会的に弱い立場にある人や困

難な状況にある人の人権を尊重し、これを守るとともに、男女共同参画の視点からよりよ

い環境を作っていくことが求められます。 

 

［方向性］ 

○子どもの人権が守られる環境の整備 

・スクールカウンセラーの活動活性化などを図り、子どもの悩み相談に応じる機能を充

実します。 

・田尻町児童虐待防止ネットワークの活性化を図るとともに、町民の通告義務などにつ

いての広報活動に努めます。 

○高齢者などが安心して暮らせる環境の整備 

・高齢者をはじめとして、だれにとっても歩きやすいまちの環境を整備するとともに、
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子どもや高齢者に対する地域の見守りと助け合いの促進など、安心なまちづくりを進

めます。 

○困難な状況にある人びとを守る環境の整備 

・貧困にある人、高齢者、障害者などの人権が尊重されるよう啓発するとともに、すべ

ての町民が暮らしやすく住みやすい環境づくりに努めます。 

 

(2) 性的マイノリティへの理解と参画の推進【企画人権課】 

人権の尊重は、一人ひとりが異なることを認めることから始まります。性のあり方につ

いてもさまざまであることから、多様な性に対する理解を深め、性的少数者にある人たち

が共生できる社会を作っていくことが大切です。 

 

［方向性］ 

○啓発と相談体制の整備 

・すべての人の人権を守るという視点から、性的少数者についての理解を広めるととも

に、差別などについての相談体制を整備します。 

 

(3) 男女平等の視点によるメディア・リテラシー＊の確立【企画人権課】 

新聞・雑誌などの紙メディア、テレビ・ラジオなどの電波メディア、インターネットを

中心とした電子メディアなど、情報メディアは多彩に発達し、それらから与えられる情報

も膨大なものとなっています。これらを男女平等の視点から主体的に選別・評価する力を

一人ひとりが培っていくとともに、情報を発信する側に対して適切に働きかけていくこと

が求められます。 

 

［方向性］ 

○メディア・リテラシーの啓発と育成 

・情報を主体的に読み解くメディア・リテラシーの重要性について、男女共同参画の視

点に立った啓発を進めます。また、さまざまな情報を読み解き活用する能力と、自ら

情報を発信する能力を身につけられるよう、学校教育や社会教育における学習機会を

提供します。 

○各種情報源への働きかけと是正 

・各種のメディアに対して、過剰な性情報や性の商品化に関わる情報などをなくすよう

に働きかけます。 

・町の発行する各種案内・刊行物や団体の機関紙等において、人権に配慮した表現がさ

れているか、また性に関する固定的観念が表現されていないかの点検・見直しを行い、

是正や働きかけを行います。 
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2-3 生涯にわたる健康づくりの支援 

(1) 生命と性の尊重に関する啓発の充実【健康課、指導課】 

人の生命を生み出す母性機能と、その基礎になる生命と性の尊重に関する学習機会を豊

かにし、すべての層の理解を深めることが重要です。 

健康について行った調査（注）においては、中学生以下の子どもをもつ保護者や 20 歳代

の町民にとって、思春期に学習・経験してよかったこととして「性教育」や「子どもの発

達・発育についての学習」などが高い支持を得ていることから、健全に次世代を育成する

意味からもこれらの学習を充実することが求められます。また、HIV／エイズなど性に関

わる感染症は社会的課題になっており、子どものころから性に対する正しい理解を促して

いく必要があります。 

（注）「健康たじり保健計画のためのアンケート調査」（2014 年７月実施）の結果より。 

 

［方向性］ 

○母性機能についての理解を深める啓発と学習機会の提供 

・女性の妊娠・出産に関わる機能の重要性について、男女双方の理解を深めるよう、啓

発と学習機会の充実を図ります。 

・性差に配慮した女性の健康問題＊についての情報提供や相談体制の充実を図ります。 

○性に関する正しい知識の普及 

・思春期における性教育の充実に努め、特に HIV／エイズや性感染症に関する正しい理

解の普及と偏見の除去、感染の予防啓発を図ります。 

・保健所などとの連携のもとに、思春期の摂食障害や妊娠・出産期の情緒不安定などで

悩む男女の相談に応じる体制を整えます。 

○妊娠・出産期の母子保健事業への男性の参加促進 

・妊産婦教室・出産後の母子健康教室への男性の参加促進に努めるとともに、男性の育

児参加を促します。 

 

(2) 健康の保持・増進の支援【健康課】 

生涯を通じて健康に過ごせることは、生きるうえでの希望であり、また最大のよろこび

のひとつであることから、心身にわたる健康づくりを男女ともに積極的に推進していく必

要があります。 

また、病気の予防・早期発見・早期治療のためには健診（検診）の受診が重要です。 

がん検診の受診率は、大阪府と比較すると高いものの、2008（平成 20）年度以降低迷

しているため、受診率の向上に努めます。 

 

［方向性］ 
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○生涯を通じた男女の健康づくりの推進 

・男女が積極的に健康診断を受けるよう啓発するとともに、気軽に受診できるよう実施

の場所や時間帯などに配慮します。 

・ライフステージに応じた健康づくりについて、心の健康（メンタルヘルス＊）も含めた

相談体制等を充実するとともに、個別のライフスタイルに応じた支援に取り組みます。 

・「スマートウエルネスシティ」をめざし、歩くことを基本とした健康づくりの実践のた

めの啓発や学習機会の提供を行うとともに、だれもが、いつでも、どこでもスポーツ

や運動を楽しめるまちづくりを進めます。 
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３  配偶者からの暴力の防止［田尻町ＤＶ防止基本計画］ 

3-1 配偶者からの暴力の防止 

(1) ＤＶ防止についての啓発の充実【企画人権課】 

配偶者やパートナーからの暴力（DV＊）は、身体に対するものだけでなく、経済的に困

らせることや精神的ないやがらせも含みますが、交際相手からの DV（デート DV）も含

め、それらが深刻なものであるという実態があきらかになってきました。 

意識調査結果では 21.9％の回答者がこれらの DV を受けた経験があるとしており、被

害者の多くは女性です。またその内容は、身体に対する暴行と精神的な嫌がらせが多く、

女性の 40・50歳代の層で受けた割合が高くなっています。 

これらの加害者の多くは、自分の行動が「暴力」「犯罪」「人権侵害」であるとの認識が

ないまま、被害者であるパートナーを傷つけていることも多いものと考えられることから、

その防止に向けて広く啓発・学習を強化・充実していく必要があります。 

 

［方向性］ 

○暴力を防ぐための意識づくり 

・ＤＶや障害者・高齢者などに対する暴力は、犯罪であり人権侵害であるとともに、子

どもの成長にも重大な悪影響を及ぼすことの啓発と学習機会を充実し、その予防に向

けてすべての人の意識づくりを進めます。 

 

 (2) 相談機能と早期発見の強化【企画人権課】 

男女間で発生する DV は外部にあきらかになることが少ないことから、被害者は長く苦

しむことになりがちであり、その早期発見と被害者への支援が求められます。 

意識調査結果では、DV を受けた人の相談先として、第 1 位として 48.3％が「友人、

知人」に、第 2 位として 31.7％が「家族や親戚」としていますが「どこ（だれ）にも相

談しなかった」という回答も 28.3％となっており、「役場の相談窓口」(5.0％)、「配偶者

暴力支援センター」(1.7％)への相談は多くありません。 

公的な支援・相談窓口についての広報を充実するとともに、これらを通して DV に対す

る周辺の関心を高め、その早期発見につなげることが重要です。 

 

［方向性］ 

○相談・支援に関わる情報提供 

・DV をはじめとする女性総合相談事業の充実を図ります。 

・配偶者暴力相談支援センターなどが実施している、ＤＶ、ストーカー行為、セクシャ

ル・ハラスメントなどの被害者に対する相談事業や相談窓口の情報提供に努めます。

また女性の悩みについての総合的なカウンセリングに取り組むドーンセンター（大阪
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府立男女共同参画・青少年センター）などとも連携を強めます。 

・DV のある家庭に育つ子どもたちの状況把握とその適切な手当てに努めます。 

 

(3) 性犯罪、性的いやがらせの防止【企画人権課】 

性的ないやがらせ（セクシャル・ハラスメント）の実態を意識調査結果からみると、セ

クシャル・ハラスメントを受けたことがある割合が高い内容は〈じろじろ見られたり、容

姿のことを話題にされた〉〈女性を「○○ちゃん」づけで呼んだり「女の子」扱いされた〉

〈性的冗談や質問、ひやかしなどのことばをかけられた〉などで、受けた場である職場・

学校・地域を合計すると約１割にのぼります。 

一方、女性の人権が配慮されていないと感じることをあげてもらうと「性犯罪」につい

ては 57.5％であるのに対し、「セクシャル・ハラスメント」は 34.4％と低いことから、

性的いやがらせの防止について啓発などを強めていく必要があります。 

 

［方向性］ 

○啓発と学習機会の充実 

・セクシュアル・ハラスメントについての啓発・学習機会を充実します。 

・ストーカー規制法、ＤＶ防止法、児童買春・児童ポルノ処罰法や児童虐待防止法等に

ついての周知と学習の機会づくりに努めます。 

 

3-2 被害者の支援 

(1) 被害者の支援体制充実【企画人権課】 

意識調査結果でみたように、DV 被害者が「役場の相談窓口」「配偶者暴力支援センター」

など公的機関に相談した割合が低かったのは、これらが DV 被害者を初めとして周辺の人

びとにもあまり周知されていなかったことも原因のひとつだと考えられることから、これ

らの機能について、広報と支援体制を充実する必要があります。 

 

［方向性］ 

○支援体制の広報・情報提供 

・DV 被害者の相談、心身回復の援助や緊急一時避難についての広報と情報提供を充実

し、被害者の救済と支援に努めます。 

 

(2) 関係機関間の連携強化【企画人権課】 

DV 被害の未然防止や早期発見、また適切な相談・支援のために、関係する機関や団体

が連携して、その力を高めていくことが重要です。 
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［方向性］ 

○円滑な連絡体制と連携の強化 

・相談や通報の円滑な受け入れに努めるとともに、大阪府、警察など各関係機関と緊密

に連携して、被害の防止や被害者の支援体制につなげます。 
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４  推進体制の整備 

4-1 行政における男女共同参画の推進 

(1) 政策・方針決定の場への男女共同参画の推進【全  課】 

男女共同参画社会を築いていくための基礎として重要なことは、一人ひとりが生活のあ

らゆる場面で男女平等の意識を浸透させるとともに、それを行動に表していくことですが、

それと並んで、組織や団体における重要な決定事項に関して、男女が平等に関わっていく

ことが欠かせません。 

田尻町においては各種の審議会や委員会などの附属機関を擁していますが、その女性委

員の割合が半数を超えるものはごくわずかであり、多くは 20％台や 30％台にとどまって

いることから、この割合を高め、男女が平等に各種の方針を定めていく体制を確立する必

要があります。 

また、田尻町において女性活躍推進法で策定及び公表が必須とされる特定事業主行動計

画が策定（令和３（2021）年３月）されており、「令和７（2025）年度までに、管理的

地位にある職員に占める女性の割合を２０％以上にする」こととしています。 

 

［方向性］ 

○審議会委員等への女性の参画の促進［※］ 

・審議会委員等への女性の積極的登用に努めます。 

・任用する審議会委員等は、慣例的に各種団体の長をあてるためその構成が男性に偏り

がちであることから、委員等の選定方法について検討を行うとともに、各種団体に対

しても男女平等の視点からその長を選任するよう働きかけていきます。 

 

 (2) 男女共同参画・女性活躍推進の役場づくり【秘書課、企画人権課】 

町職員に対する意識調査で、職場における性別による差をたずねると「男性が優遇され

ている」「どちらかというと男性が優遇されている」とする割合は、どの項目も町民に対す

る調査よりも低いものの、〈管理職への登用〉や〈昇進・昇格〉をはじめとして全体的には

「男性が優遇」の割合が高くなっています。 

町職員の女性管理職の割合は近年１割内外と、職員の男女比からみると低くなっていま

す。女性の積極的登用や男性職員が子育てしやすい勤務条件を整備するなど、町が率先し

て女性が働きやすい職場をつくり、民間の事業所や団体の模範となって労働における男女

共同参画を推進していく必要があります。 

 

［方向性］ 

○男女共同参画・女性活躍推進の役場づくり［※］ 
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・性別による職務の偏りの点検をおこなうとともに女性管理職の登用を促進するなど、

すべての職員がいきいきと働くことのできるよう、男女共同参画の視点からその適正

な配置に努めます。 

・女性管理職の登用を促進するため、研修等を実施し人材を育成します。 

・特定事業主行動計画を推進します。 

・男性職員が育児・介護休暇を取得しやすい職場の意識改革と環境づくりに取り組み、

男女が対等なパートナーとして働けるモデル職場づくりに取り組みます。 

・セクシャル・ハラスメントなどハラスメントの防止について指導・啓発するとともに、

問題が生じた場合の被害者の救済と再発防止の体制づくりに取り組みます。 

 

4-2 男女共同参画推進体制の整備 

(1) 職員研修の充実【秘書課、企画人権課】 

町職員に対する意識調査によれば、育児・介護休業法、DV 防止法、セクシュアル・ハ

ラスメントについて「よく知っている」とする割合は町民よりも低くなっており、職員に

対して男女共同参画に関する基礎的な知識をあらためて周知・普及することが必要です。 

これらの上に立ち、男女の職員が相互に人権を尊重することを基本に、職員個々の能力

を高めるともに、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）についての啓発を進め、

家庭・地域・職場における男女共同参画の形成を推進します。 

 

［方向性］ 

○啓発と研修の充実 

・男女共同参画の基本的な意義や知識の習得を促すとともに、セクシャル・ハラスメン

トの防止など、男女共同参画の視点からの日常的な啓発を強化します。 

・すべての職員が男女共同参画の視点をふまえて業務を遂行できるよう全職員を対象と

する体系的な研修を行うとともに、議会議員・管理職合同の研修を充実します。 

・すべての職員は、業務を通じて、町民への男女共同参画に関する情報提供や啓発に努

めます。 

 

(2) 男女共同参画を推進する体制の整備【企画人権課】 

町をあげて男女共同参画を推進するため、全庁的な体制を整備するとともに、関係機関

との連携や町民との協働のもとに取り組んでいきます。 

 

［方向性］ 

○庁内推進体制の強化・充実 

・男女共同参画施策推進本部を定期的に開催するなど、男女共同参画に関する共通の認
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識と横断的な調整機能を充実します。 

・あらゆる施策の立案や実施に際しては、男女共同参画の視点から適切であるかどうか

の点検を行います。 

○町民や事業所と連携した推進 

・地域活動に対する支援や団体とのネットワークづくりや既存のネットワークの活用を

通じ、男女共同参画に関わる情報収集・発信機能、交流機能等の充実を図ります。ま

た、町民に向けた情報の発信や情報交換の場を充実します。 

○関係機関などとの連携 

・男女共同参画の推進は、国際社会の動向を把握し、これらを配慮して行うとともに、

国、府、他の自治体、関係機関との連携・協力のもとに施策の充実を図ります。 

 

(3) プランの推進と検証 

このプランを着実に実現するために、目標年次における目標値を設定し、その達成をめ

ざします。また毎年、達成状況の検証を行ってその進捗状況をホームページなどで公開す

るとともに、その結果に応じて施策の見直しや充実を図るものとします。 
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目標値 

１  男女共同参画の意識づくりと行動の促進 

指標名 
現状 目標 

数値 根拠 数値 根拠 

過去５年間に、男女共同参画に関

する講座などに参加した町民の割合 
14％ 

2014 年度

町民意識

調査 

30％ 
町民意識調査を

実施 

保護者町民が子どもに大学教育を

受けさせたいと考える割合の〈女の子

の場合〉と〈男の子の場合〉の差＊ 

17 ポイント 
2014 年度

町民意識

調査 

７ポイント 
町民意識調査を

実施 

町立小中学校における中央委員

会・生徒会の女性の割合 
50％ 

2014 年 

庁内調査 
50％ 庁内調査を実施 

＊〈男の子の場合〉の割合－〈女の子の場合〉の割合 

 

 

２  仕事と生活の調和を支える環境の整備 

指標名 
現状 目標（2024(令和 6)年度） 

数値 根拠 数値 根拠 

「女性が働きやすい環境が整ってい

る」と思う町民の割合＊ 
16％ 

2014 年度

町民意識

調査 

25％ 
町民意識調査を

実施 

「男性が家事･育児を学ぶ機会があ

る」と思う町民の割合＊ 
９％ 

2014 年度

町民意識

調査 

20％ 
町民意識調査を

実施 

町就労相談における女性の割合 73％ 
2013 年度

庁内調査 
75％ 庁内調査を実施 

＊「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の割合の合計値 

 

 

３  配偶者からの暴力の防止 

指標名 
現状 目標（2024(令和 6)年度） 

数値 根拠 数値 根拠 

過去に配偶者・パートナー・交際相

手から DV を受けた町民の割合 
22％ 

2014 年度

町民意識

調査 

15％ 
町民意識調査を

実施 

「配偶者等からの暴力やセクシュアル・

ハラスメントを受けた時に相談できる相

手や場がある」と思う町民の割合＊ 

16％ 
2014 年度

町民意識

調査 

30％ 
町民意識調査を

実施 

町相談窓口における相談者数 7 人 
2013 年度

庁内調査 
10 人 庁内調査を実施 

＊「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の割合の合計値 
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４  推進体制の整備 

指標名 
現状 目標（2024(令和 6)年度） 

数値 根拠 数値 根拠 

審議会委員等の女性の割合 23％ 
2014 年 

庁内調査 
40％ 庁内調査を実施 

町職員の女性管理職の割合 12％ 
2014 年 

庁内調査 
20％ 庁内調査を実施 
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第４章  次期プラン策定に向けて 

 

 

本プランの目標年度である 2024（令和 6）年度を間近にした今回の改定は、「女性活躍

推進法」に基づく女性活躍推進計画の性格を本計画に持たせることを主たる目的といたし

ました。本プラン策定後の社会経済情勢の変化は著しく、目標の達成に向けて地道に取組

みつつも、道半ばにして新たな課題が湧きあがっては、立ち止まり、対応に苦慮している

状況です。 

特に、先に述べた新型コロナウイルス感染症や災害に関連したジェンダー問題について

は、行政と町民がともに理解を深め、同じ認識のもとに進んでいくことの重要性を再認識

しました。 

  このようななか、本町では新たな田尻町人権行政推進基本方針・基本計画の策定に向け

て 2021（令和３）年 11 月末に人権に関する町民意識調査・職員意識調査を実施いたし

ました。「女性の人権」「子どもの人権」など本プランに関連する調査項目もありましたが、

今回の改定にはその結果を十分に反映することが難しいため、調査・分析結果には触れて

おりません。 

次期プラン策定に際しては、この調査・分析結果の反映はもとより、本町の地勢、社会・

人口動向など地域特性を考慮しつつ、全面的に内容を精査し、人権擁護審議会での審議を

踏まえ、取り組みを進めてまいります。 
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参考資料 

 

■用語解説 

 

育児・介護休業法 「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律」。児や家族の介護を行う労働者を支援する目的で、育児休業・介護休業、ならび

に、子の看護休暇について定める法律。1992（平成４）年 4 月に育児休業法とし

て施行された後、1995（平成７）年 5 月から介護休業制度が付加されました。2002

（平成 14）年からは、小学校就学前の子の看護のための休暇（努力義務）が設置、

2010（平成 22）年からは、子育て中の短時間勤務制度の義務化や父親の育児休業

の取得促進が設置されるなど、改正を重ねてきました。 

固定的な性別役割分業意識 家庭・地域・社会のなかで、男女が対等に役割と責任を分担することによ

って男女共同参画社会が実現されます。そのためにはまず、たとえば「男は仕事、女

は家庭」などという性による役割分担に対する固定的な意識を解消することが必要で

す。 

仕事と生活の調和 ワーク・ライフ・バランス。一人ひとりがやりがいや充実を感じながら、

仕事、家庭生活、地域活動、個人生活などのさまざまな活動を、自ら望んでいるバラ

ンスで行える状態をいいます。 

女子差別撤廃条約 1979（昭和 54）年、国連総会で採択、日本は 1985（昭和 60）年に

批准しました。この条約は女性に対するあらゆる差別を根絶し、真の男女平等を実現

することを理念としています。批准したことによって、日本では「国籍法」の改正、

「男女雇用機会均等法」の制定、家庭科の男女共修の実現など、法律や制度の整備が

行なわれ、1999（平成 11）年には「男女共同参画社会基本法」を制定するなど、

実質的な男女平等を実現するための歩みを進めています。 

ストーカー規制法 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」。2000（平成 12）年 11 月

施行。つきまとい、電話、メール、ファクシミリの送信などを反復して行い相手に不

安感を与えるような行為に対して、被害者が法的な措置を求めることができ、裁判で

ストーカー行為と認められれば罰則が適用されます。 

性差に配慮した女性の健康問題 従来の医療は成人男性を基準にして考えられてきましたが、男女の差異に

よって、発生する疾患や病体、治療法が異なり、同じ病気でも症状が違うことから治

療法も異なります。このことを配慮して行う医療を「性差医療」と呼びます。 

性的マイノリティ 同性が好きな人々（ゲイ／レズビアン［同性愛］）や性別にこだわらない

人びと（バイセクシュアル［両性愛］）、体の性と心の性が異なっている人びと（トラ

ンスセクシャル[性同一性障害]）など、性的に少数者である人びとのこと。GLBT、

LGBT と略称されることもあります。 

セクシャル・ハラスメント 性的いやがらせ。セクハラ。異性からの身体への不必要な接触、性的冗談

やからかい、性的なうわさの流布などのほか、わいせつな写真やヌードポスターの掲

示なども含み、あらゆる場におけるさまざまな様態のものが含まれます。雇用の場に

限らず、学校や地域においても問題になっており、権力や力関係のある場面ではどこ
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でも起こりうることが認識されるようになりました。 

男女雇用機会均等法 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。

1986（昭和 61）年に施行、1997（平成９）年 4 月に改正され、①募集・採用・

配置・昇進等での女性差別を「努力義務」から「禁止」に、②機会均等調停委員会で

の紛争調停は、女性労働者など一方の申請だけで受けられる、③企業が行なうポジテ

ィブ・アクションに対しては国が援助をする、④職場のセクシャル・ハラスメント防

止のための事業主の雇用管理上の配慮義務の規定などが盛りこまれました。 

男女共同参画基本計画 国の第 1 次基本計画は、男女共同参画社会基本法に基づいて 2000（平

成 12）年 12 月に男女共同参画社会を形成するための具体的な道筋を示すものとし

て策定されました。 

ＤＶ   ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人などごく親しい男女間で起

こる暴力。身体的暴力だけでなく、言葉によるいやがらせ・暴力、経済的なしめつけ、

避妊に協力しないなど、身体や安全を脅かす力の行使すべてをさします。2001（平

成 13）年には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止

法）」が公布されました。 

ポジティブ・アクション 積極的格差是正措置。不平等な待遇を受けてきた人たちを優先的に取り扱

うよう義務づけることによって、「機会の平等」より一歩進んだ「実質的平等」を獲

得することをねらいとした措置をいいます。労働や政治の分野での取り組みが強く求

められており、不平等な立場におかれている人に対して優先枠を設けることや、目標

達成年次を定めることなど、具体的な実行計画の設定などが含まれます。 

メディア・リテラシー メディアが発する情報を主体的に読み解き、またこれを活用する能力、メ

ディアを通じて情報を発信したりコミュニケーションしたりする能力などを指し、正

式に学校教育のなかに取り入れている国もあります。 

メンタルヘルス  精神面における健康のこと。心の健康、精神的健康、精神保健、精神衛生

などと呼ばれることもあります。主に精神的な疲労、ストレス、悩みなどの軽減や緩

和とそれへのサポート、メンタルヘルス対策、あるいは精神保健医療のように精神疾

患の予防と回復を目的とした場面で使われます。世界保健機関（WHO）では、精神

的健康は基本的人権であり、自身の可能性を実現し、共同体に実りあるよう貢献する

ことをうたっています。 
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